
東京 2025 世界陸上子供観戦招待事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 臨場感あふれる会場での観戦を通じて、子供たちにスポーツの素晴らしさや夢と希望を届けるた 

め、東京都内の子供たちを東京 2025 世界陸上競技選手権大会(以下、「東京 2025 世界陸上」と

いう。)へ観戦招待する。 

 

(大会概要) 

第２条 本事業で観戦招待を行う世界陸上の概要は下記のとおりとなる。 

主催 ワールドアスレティックス(WA、世界陸連) 

大会期間 2025 年 9 月 13 日(土)から 21 日(日)まで９日間 

会場 国立競技場ほか(マラソン、競歩は都内で実施) 

参加選手数 約 2,000 名 

参加国 約 200 カ国・地域 

種目数 49 種目 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「子供」とは、第５条第１項の観戦招待対象者を指すものとする。 

２ この要綱において「引率者」とは、平成 19 年 4 月 1 日以前に生まれ、子供の観戦に際して安全確

保及び行動管理に関して責任をもって引率できる者を言う。 

３ この要綱において「保護者」とは親権を行う者、未成年後見人その他の者、子供を現に監護する者

とする。 

４ この要綱において「申込サイト」とは、本事業のホームページを指すものとする。 

５ この要綱において「事前学習」とは、本事業の申込を行う前に、世界陸上に関する冊子を読むこと及

び陸上競技について事前に調べるなどして、世界陸上を観戦する上でスポーツをみることの楽しさを深め

る取組とする。 

 

（事業概要） 

第４条 第５条第１項に規定する観戦招待対象者に、東京 2025 世界陸上のチケットを配布する。 

２ 観戦招待の対象は以下の９セッションとする。 

   ・9 月 13 日(土)モーニングセッション 

・9 月 14 日(日)モーニングセッション 

・9 月 15 日(祝・月)モーニングセッション 

・9 月 16 日(火)イブニングセッション 

・9 月 17 日(水)イブニングセッション 

   ・9 月 18 日(木)イブニングセッション 



・9 月 19 日(金)イブニングセッション 

・9 月 20 日(土)モーニングセッション 

・9 月 21 日(日)モーニングセッション 

   なお、実施にあたり対象となるセッションは変更の可能性がある。 

３ 本事業は合計４万人(観戦招待対象者及び引率者)の招待を予定している。 

４ 観戦招待の対象となるチケットの席種はカテゴリーB 席及びカテゴリーＢ車いす席とする。 

  なお、実施にあたり対象となる席種は変更の可能性がある。 

５ 本事業のチケット代について子供は無料、引率者は１名につき 2025 円(税込)とする。 

なお、発券手数料(特別チャージ)は不要とする。 

６ 観戦に伴う交通・宿泊等は観戦する者の負担とする。 

７ 申込期間は 6 月 6 日（金）から 7 月７日（月）とする。 

 

（観戦招待対象者） 

第５条 本事業の観戦招待対象者は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。 

(1) 東京都内に居住している者で、セッションが開催される時点で３歳以上 18 歳(平成 19 年 4 月

２日から平成 20 年 4 月 1 日に生まれた者)以下の者 

(2) 東京都外に居住している者で、都内の保育園、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校(全日・定時・通信)、中等教育学校又は特別支援学校に在籍する

者で、セッションが開催される時点で３歳以上 18 歳(平成 19 年 4 月 2 日から平成 20 年 4 月 1 日

に生まれた者)以下の者 

２ 本事業の観戦招待対象者及び引率者であることを確認することができる顔写真付き身分証明書

等を観戦時に持参すること。 

(身分証明書例) 

◯子供が都内の学校等に在学していることを証明する身分証(顔写真付き学生証、生徒手帳、児童

証等） 

◯子供が都内に在住していることを証明する身分証(例として、顔写真付きマイナンバーカード（※通知

カード不可)、運転免許証等) 

○引率者の要件を満たしていることを証明する身分証(顔写真付きで住所、名前、生年月日の記載が

あるもの。運転免許証、顔写真付きマイナンバーカード(※通知カード不可)等) 

 

（申込） 

第６条 申込は都が設置する申込サイトから観戦を希望する類型に応じて行うものとする。 

２ 本事業の観戦招待の申込は下記の３つの類型によるものとする。 

(１)引率者との観戦(個人) 

要件 ・子供が安全に来場・観戦・帰宅できるよう引率者が対応すること 

・申込は子供６名まで、引率者２名まで、合計最大８名とする。 



・車いす席は、車いすを使用される方及びその同伴者(１名)の 2 名による利用とする。 

申込方法 ・申込は引率者が行うこと 

・引率者は、観戦する子供の保護者に観戦することの承諾を得たうえで申し込むこと 

対象セッションは下記のとおり 

 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 

 9/13(土) 9/14(日) 9/15(月・祝) 9/16(火) 9/17(水) 9/18(木) 9/19(金) 9/20(土) 9/21(日) 

モーニング ○ ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ 

イブニング ― ― ― ○ ○ ○ ○ ― ― 

 

(２)引率者との観戦(団体) 

要件 ・子供が安全に来場・観戦・帰宅できるよう引率者が対応すること 

・申込は子供７名以上、引率者２名まで、合計最大 40 名とする。 

・車いす席は、車いすを使用される方及びその同伴者(１名)の 2 名による利用とする。 

申込方法 ・申込は引率者が行うこと 

・引率者は、観戦する子供の保護者に観戦することの承諾を得たうえで申し込むこと 

対象セッションは下記のとおり 

 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 

 9/13(土) 9/14(日) 9/15(月・祝) 9/16(火) 9/17(水) 9/18(木) 9/19(金) 9/20(土) 9/21(日) 

モーニング ○ ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ 

イブニング ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

(３)子供のみの観戦 

要件 ・安全に来場・観戦・帰宅まで自ら行動することができる中学生以上(平成 24 年 4 月

１日より前に生まれた者)の子供 

・申込は６名までとする 

・車いす席は、車いすを使用される方及びその同伴者(１名)の 2 名による利用とする。 

申込方法 ・申込は観戦する子供の保護者が行うこと 

・（代表して）申込を行う保護者は、観戦する他の子供の保護者に観戦の承諾を得

たうえで申し込むこと。 

対象セッションは下記のとおり 

 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 

 9/13(土) 9/14(日) 9/15(月・祝) 9/16(火) 9/17(水) 9/18(木) 9/19(金) 9/20(土) 9/21(日) 

モーニング ○ ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ 

イブニング ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 



３ 本事業の目的であるスポーツの素晴らしさを学ぶ機会として世界陸上の観戦機会がかけがえのない

体験となるよう、申込前に世界陸上や陸上競技の楽しさについて事前学習を行うものとする。申込

時には事前学習を基にした設問等に回答するものとする。 

４ 第１項に規定する申込については１回までとし、重複した申込があった場合は一つのみ有効とする。 

５ 複数セッションを希望申込した場合でも当選は一つとなる。 

６ 申込をした後に申込の取消や内容の変更を行うことはできない。 

７ 子供及び引率者が下記に該当する場合、観戦招待の対象としては認めない。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に

規定する暴力団員又は東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）第２条に規

定する暴力団密接関係者 

イ 拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しな

い者 

 

（観戦招待の決定） 

第７条 申込が多数の場合は、抽選により観戦招待者を決定する。 

２ 観戦招待者の決定はメール等により通知する。 

３ 観戦招待者として決定された後の観戦申込の取消は不可とする。 

本事業のチケットについてはリセールの対象にならない。 

４ 個別の当落選に関する問い合わせは受け付けない。 

 

(観戦招待の取消) 

第８条 東京都は観戦招待者として決定した者が次の各号の事由に該当するときは、観戦招待を取り

消すことができる。取消に伴うチケット代及び交通費用等についての返金には応じないものとする。本事

業に損害を与えたときは、損害の賠償を請求することができる。 

(１)虚偽の内容で申込をした場合 

(２)営利目的で本事業のチケットを転売した場合 

(３)子供及び申込者につき重複した申込を確認した場合 

(４)チケットの不正使用及び偽造等を行っていることが判明した場合 

(５) 本事業要綱及び東京 2025 世界陸上のチケット規約に抵触する行為が判明した場合 

(６)その他東京都及び東京 2025 世界陸上財団の損害となる行為が判明した場合 

 

（チケットの入金・発券） 

第９条 観戦招待者として決定した場合、チケット代の入金及び発券手続きは別途通知する期限内に

申込者が所定の方法で行うこと。 

２ 入金及びチケットの発券が別途通知する期限内に行われない場合は、当選は無効となる。 

 



(チケットの払戻し) 

第 10 条 東京 2025 世界陸上チケット規約に定める払い戻しが生じた場合は、本事業においても払

戻しを実施する。 

 

（会場への入場） 

第 11 条 引率者を伴う観戦は、子供と引率者は一緒に会場へ入場すること。なお、子供のみ若しくは

引率者だけの入場の場合は、原則として入場することができない。 

２ イブニングセッションを観戦する場合、引率者は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を遵守

すること。 

３ 会場へ入場する際に、本事業の招待対象であることを確認するため、入場時にチェックを行う。不正

と判断した場合は、入場を認めない。 

４ 入場が認められなかった場合、チケット代及び交通費用等についての返金には応じないものとする。 

 

（紛争の解決等） 

第 12 条 本事業チケットの盗難・紛失・滅失に対して、都は一切責任を負わない。 

２ 観戦招待者が観戦にあたって大会主催者及び大会関係者等と苦情又は紛争が生じたときは、当

事者間でこれを解決するものとし、都は一切責任を負わない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 13 条 本事業主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律および関連

法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱う。 

 

(申込にあたっての順守事項) 

第 14 条 チケットの購入・利用に関しては本要綱及び東京 2025 世界陸上チケット規約等に従うこと。 

２ 観戦招待者は、チケットを第三者に転売することはできず、インターネット、新聞、チケットショップ等の

場所または媒体を問わず、チケット転売の申出や広告をしてはならない。また、観戦招待者は、東京

2025 世界陸上チケット規約において認められた場合を除いて、チケットを、他の商品またはサービスと共

に、またはその一部として第三者に提供することはできない。これには、チケットの二次元コードの券面情

報の提供など、チケットにより認められまたは表象される権利を第三者に移転する行為を含む。 

３ 本事業により観戦をする場合、大会主催者及び東京都の不利益になる行為を行わないこと。 

 

（その他） 

第 15 条 この要綱に規定するもののほか、本事業に関して必要な事項は、別途規定する。 

 

附 則 

（施行期日） 



この要綱は、令和７年５月 19 日から施行する。 


